
提

出

者

照

屋

寛

徳

平
成
十
七
年
六
月
九
日
提
出

質

問

第

七

八

号

長
崎
県
佐
世
保
市
で
発
生
し
た
米
軍
人
に
よ
る
業
務
上
過
失
傷
害
被
疑
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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長
崎
県
佐
世
保
市
で
発
生
し
た
米
軍
人
に
よ
る
業
務
上
過
失
傷
害
被
疑
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

米
軍
人
・
軍
属
ら
に
よ
る
事
件
、
事
故
は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ら
の
事
件
、
事
故
は
米
軍
基
地
の
集
中
す
る
地
域
に

多
く
発
生
し
て
い
る
。
し
か
も
、
米
軍
人
・
軍
属
の
事
件
、
事
故
に
対
す
る
米
側
の
対
応
は
、
国
内
関
連
法
は
お
ろ
か
日
米
地

位
協
定
す
ら
無
視
す
る
こ
と
が
多
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

去
る
六
月
三
日
午
前
零
時
半
ご
ろ
、
長
崎
県
佐
世
保
市
の
県
道
一
一
号
線
路
上
で
、
米
軍
人
の
乗
用
車
が
ラ
イ
ト
バ
ン
に
追

突
、
ラ
イ
ト
バ
ン
の
男
性
が
軽
傷
を
負
う
事
件
が
発
生
し
た
。
重
視
さ
れ
る
べ
き
問
題
は
、
業
務
上
過
失
傷
害
の
現
行
犯
で
逮

捕
し
た
被
疑
者
の
米
軍
人
を
米
軍
佐
世
保
基
地
の
憲
兵
隊
が
怪
我
の
治
療
を
理
由
に
基
地
内
に
連
れ
帰
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
米
軍
佐
世
保
基
地
の
憲
兵
隊
の
行
為
は
日
本
国
警
察
の
逮
捕
権
を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
う
て
い
容
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
米
憲
兵
隊
員
の
行
為
は
わ
が
国
の
主
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
務
執
行
妨
害
罪
に
該
当

す
る
も
の
と
考
え
る
。

よ
っ
て
以
下
、
質
問
す
る
。

一

去
る
六
月
三
日
午
前
零
時
半
ご
ろ
、
長
崎
県
佐
世
保
市
の
県
道
一
一
号
線
路
上
で
発
生
し
た
米
軍
人
に
よ
る
業
務
上
過
失

傷
害
事
件
の
被
疑
者
名
及
び
階
級
、
被
害
者
の
負
傷
の
部
位
程
度
、
被
疑
者
の
当
該
犯
罪
は
公
務
中
か
公
務
外
か
、
過
失
の

一



内
容
等
そ
の
犯
行
態
様
を
含
め
て
事
実
関
係
を
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

同
事
故
に
よ
る
被
疑
者
の
米
軍
人
は
飲
酒
運
転
の
疑
い
が
濃
厚
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
検
知
管
に
よ
る
検
査
に
は
応
じ
た

の
か
。
ま
た
、
相
浦
警
察
署
が
現
行
犯
逮
捕
し
た
よ
う
だ
が
、
現
行
犯
逮
捕
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
諸
事
情
を
明
ら

か
に
し
た
上
、
一
連
の
逮
捕
行
為
に
つ
い
て
政
府
は
い
か
な
る
見
解
を
持
っ
て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。

三

米
憲
兵
隊
員
は
、
当
該
被
疑
者
米
兵
を
基
地
内
に
連
れ
帰
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ら
米
憲
兵
隊
員
の
行
為
は
、
わ
が
国
警

察
の
正
当
な
逮
捕
権
、
捜
査
権
を
妨
害
す
る
も
の
で
あ
り
公
務
執
行
妨
害
罪
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
が
政
府
の
見
解
を
示

さ
れ
た
い
。

四

長
崎
県
警
は
そ
の
後
米
軍
と
協
議
の
上
「
日
米
地
位
協
定
の
合
意
事
項
に
基
づ
く
共
同
逮
捕
だ
っ
た
」
と
発
表
し
て
い
る

が
、
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
共
同
逮
捕
の
具
体
的
な
根
拠
及
び
共
同
逮
捕
の
要
件
、
共
同
逮
捕
の
場
合
の
捜
査
権
、
裁
判

権
に
つ
い
て
日
米
地
位
協
定
や
合
意
事
項
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
長
崎
県

警
と
米
軍
の
協
議
機
関
な
い
し
協
議
に
あ
た
っ
た
者
の
氏
名
等
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

今
回
の
事
件
処
理
は
長
崎
県
警
に
よ
る
捜
査
権
の
放
棄
に
等
し
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
長
崎
県
警
に
よ
る
捜
査
権
の
放

棄
は
、
不
平
等
、
不
公
正
な
日
米
地
位
協
定
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
う
て
い
承
服
で
き
な
い
と
考
え
る
が
政
府
の
見

二



解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


